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甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託公募型プロポーザル実施要領  

 

１ 趣 旨 

本要領は、別紙「甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託仕様書」に記載する委託業

務の受託候補者を、公募型プロポーザル方式で選定（以下、「プロポーザル」という。）す

るにあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

 

２ 業務の概要 

（１）業 務 名 

甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託 

（２）業務内容 

別紙仕様書のとおり 

（３）委託期間 

令和６年４月１日～令和１１年３月３１日（５か年契約） 

（４）受託者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

（５）委託費の上限額 

契約期間の総額（５か年） ２２,４４０,０００円（税込） 

（６）担当部署 

〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内 719 番地 4 

甲佐町教育委員会 学校教育課 学校教育係 

TEL：096-234-0102 

メール：gakkou01@kosa.kumamoto.jp 

 

 

３ 参加資格者 

プロポーザル参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていること。 

（１）熊本県内に本店、支店又は営業所を有し、概ね１時間以内に本町に到着できるこ

と。 

（２）国税、地方税等を滞納していないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項又は第２項に規定

する者でないこと。 

（４）会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 475 条若しくは第 644 条の規定に基づく清算の開

始、破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条若しくは第 19 条の規定に基づく破産手

続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生

手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく

再生手続開始の申立てがなされた者でないこと。 

（５）企画提案書の提出期限において、国、熊本県及び甲佐町から指名停止措置を受けて

いないこと。 
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（６）甲佐町暴力団排除条例（平成２３年甲佐町条例第７号）第２条に規定する暴力団又

は暴力団員等でないこと。 

（７）町が要求する仕様を満たすサービスを提供できること。 

（８）過去５年以内において、国、又は地方公共団体（国、独立行政法人、地方公共団

体、地方独立行政法人等をいう。）と情報通信技術支援員（ICT 支援員）派遣に関す

る業務を受託した実績を有していること。 

   

 

４ スケジュール 

内  容 期 間 等 

（１）参加募集開始 令和６年１月１８日（木） 

（２）質問書提出期限（様式９） 令和６年１月２４日（水）正午必着 

（３）質問回答 令和６年１月２９日（月）まで HP にて 

（４）参加申込書提出期限（様式１） 令和６年１月３１日（水）午後５時必着 

（５）企画提案書提出期限（様式２） 令和６年２月９日（金）午後４時必着 

（６）事前審査結果通知 令和６年２月２０日（火） 

（７）プレゼンテーション 令和６年２月下旬 

（８）審査結果の通知 令和６年２月下旬 

（９）委託契約の締結 令和６年３月上旬 

（10）業務開始 令和６年４月１日（月） 

  

 

５ 参加申し込み 

このプロポーザルに参加し、提案書等を提出する者は、参加申込書を提出しなければな

らない。 

(1)提出様式 

① プロポーザル参加申込書（様式第 1 号） 

② 誓約書（様式第 3-1 号） 

③ 法人（団体）役員名簿（様式第 3-2 号）  

④ 登記簿謄本の写し（3ヶ月以内に発行されたもの） 

⑤ 国税、地方税（県税・市町村税）に未納がないことを証明する書類（3ヶ月以内に

発行されたもの） 

(2)提出部数  

  各 1 部を(1)の順に並べて提出すること。 

(3)提出方法 

持参又は郵送（提出期限必着） 

(4)提出期限 

   令和 6年 1月 31 日（水）午後 5時 
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(5)提出先 

〒861-4696 熊本県上益城郡甲佐町大字豊内 719 番地 4 

甲佐町教育委員会 学校教育課 

電話 096-234-0102（直通） FAX 096-234-2957 

(6)辞退の場合 

プロポーザル参加申込書（様式第 1号）を提出後、参加を辞退する場合は、速やかに

参加辞退届（様式第 4号）を提出すること。 

 

 

６ 質問書の受付及び回答 

本実施要領及び仕様書に関して不明な点がある場合には、質問用紙（様式第 9号）に記

載し、電子メールで提出すること。 

なお、提出時には、別途、電話により甲佐町へ電子メールの受信確認を行うこと。 

(1)提出先      

甲佐町教育委員会 学校教育課 gakkou01@kosa.kumamoto.jp  

(2)メールタイトル  

甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託に関する質問 

(3)期限     

・質問受付期限 令和 6年 1月 24 日（水）正午 

・質問回答期限 令和 6年 1月 29 日（月）午後 5時 

(4)回答方法 

甲佐町公式ウェブサイトに回答を掲載する。ただし、公平性やセキュリティ確保のた

めに町公式ウェブシト上で公表できないものについては、直接メールで回答することも

ある。 

 

 

７ 企画提案書等の作成要領について 

企画提案書等の提出書類は次のとおりとする。 

 なお、規格は、Ａ４用紙縦、横書き、片面、文字の大きさは 12 ポイント以上とし、 

目次及び頁番号をつけること。 

 また、正確かつ簡潔な内容とし、過大なものとならないように留意すること。 

⑴ 提出書類 

  ① 企画提案書（様式第 2号） 

  ② 会社概要等（様式第 5号） 

  ③ 本業務の実施体制（様式第 6号） 

  ④ 甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託に関する提案書（任意様式） 

    ※別表「審査基準」の項目に従い、作成すること。 

⑤ 仕様書に記載する情報通信技術支援員の要件、具体的な支援方法、管理業務の履行

方法、及びその履行体制が把握できる内容となるよう十分留意すること。 

⑥ 業務に関する実績（様式第 7号） 

⑦ 提案価格（様式第 8号） 
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⑵ その他 

① 本プロポーザル実施にあたり、説明会は開催しない。 

② 下記「８審査方法及び評価基準」において審査を行う際、その内容を評価することが

困難な場合は、審査項目によっては「評価なし」となるため、十分留意すること。 

③ 専門用語や略語を使用する場合は、説明書きを付すること。 

④ 提出された書類は提案内容の審査及び契約予定者の特定以外の目的には使用しない。 

⑤ 提案価格 

・ 「２（３）委託期間」の 5年間総額で見積もること。 

・見積書は消費税及び地方消費税を除いた価格並びに税込み価格を記載し、積算

根拠の内訳を明示すること。 

・業務名・提出者の所在地・名称・代表者名・代表者印を記載すること。 

・見積額が「２（５）委託費の上限額」の金額を超える場合は無効とする。 

(3)提出方法 

①「４ スケジュール」の期限内に正本１部、副本８部を持参又は郵送すること。 

(4)提出期限 

  令和６年２月９日（金）午後４時 

 

８ 審査方法及び評価基準 

(1)選定委員会の設置 

受託者の選定にあたり、「甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託に係る事業者

選定委員会（以下「選定委員会」という。）」を設置する。 

(2)審査（企画提案書、プレゼンテーション審査） 

審査は、選定委員会委員により提出書類及びプレゼンテーションの内容に基づき、

(3)に記載の審査項目ごとに審査を行うものとする。 

(3)審査項目と配点 

    審査項目及び各項目の配点は、別紙「甲佐町情報通信技術（ICT）支援業務委託公募

型プロポーザル審査基準表」のとおりとする。 

(4)候補者の選定 

最終評価点が最も高い提案者を受託候補者として選定する。また、最終評価点が 2 

番目に高い提案者を次点者とする。ただし、評価点合計の６割（１２０点）を最低基

準点とし、最終評価点が最低基準点に満たない提案者は選定の対象としない。 

提案者が１者のみであっても審査を行い、最低基準点に満たない場合は選定の対象

としない。 

(5)総得点が同点の場合の措置 

総評価点が同点の場合は、審査委員ごとに高い評価点を多く得た者を上位とする。   

また、高い評価点の数が同じ場合は、委員会の協議によって順位を決定することと

する。 
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９ プレゼンテーションの開催 

① 実 施 日   令和６年２月下旬予定 

実施場所、時間等詳細については別途通知する。 

②発表時間   ４０分程度 

        （３０分以内のプレゼンテーション、質疑１０分とする） 

③出 席 者   本業務に携わる責任者を含め４名以内とする。 

④発表内容   企画提案書を用いて発表を行うこと。 

⑤そ の 他   必要な機材は提案者が用意すること。ただし、プロジェクター及びスク 

リーンについては本町でも用意可能なので、その場合は申し出ること。 

 

 

１０ 審査結果の通知 

選定委員会終了後、各提案者に対して文書にて通知する、なお、審査は厳正に行うこと

から、審査結果についての異議の申し立ては一切受け付けない。 

 

１１ 契約締結  

選定した受託候補者と仕様及び契約内容の協議を行い、速やかに契約を締結するが、本

プロポーザルでの内容や提案価格等が最終決定ではないため、契約締結前の協議において

両者が合意に至らなかった場合には、次点者と協議の上、契約を締結する。 

契約予定者は、契約締結前の協議において、改めて見積書を提出するものとする。この場

合、見積額は原則として提案書の提案価格（様式第 8 号）の範囲内とする。 

また、契約の際は、甲佐町財務規則第７１条の規定により契約保証金を納めなければなら

ない。 

 

１２ 本プロポーザルに関する留意点 

（１）本プロポーザルに要する提案者の経費及び機材等は、提案者の負担とする。 

（２）提出書類は返却しない。 

（３）提出期限後の書類の差替えや再提出は原則として認めない。 

（４）提出書類は提案者に無断で選定以外の目的で使用しない。 

（５）提出書類に虚偽の記載があった場合、その他不正行為をした提案者は失格とする。 

（６）提案者は、プロポーザル参加により知り得た情報を、いかなる理由があっても他に

漏らしてはならない。 

（７）プロポーザル実施前までに参加を辞退する場合は任意の書式にて辞退届を提出する

こと。なお、辞退者に対して、本町が以後のプロポーザル等において不利益な扱い

をすることはない。 

（８）審査経過及び結果に対する異議申し立て等には一切応じない。 

 

 


